
 

★事務局★ 

 

（１）健全な学童事業の運営を図ります。 

 ・石井町放課後児童クラブ利用料軽減事業についての適切な運用を図ります。 

 ・放課後児童健全育成事業を通じ、子どもを産み育てやすい環境と移住・定住促進への協力支援を町と連携を図り行います。 

 ・石井町学童保育クラブ運営協議会を開催し学童保育クラブの資質向上を検討します。 

 ・８学童の経理及び事務の適切な運用を図ります。 

 ・学童保育支援員の資格取得を積極的に行います。 

 ・学童保育に関わる職員に対する研修等を実施し職員の資質向上を図ります。 

 


